様式８号

共同研究の実施に関する契約書

　兵庫県立がんセンター（以下「甲」という。）と　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は共同研究の実施及びその成果の取扱いについて次のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（共同研究の実施）

第1条 甲及び乙は、別紙のとおり共同研究を実施する。

２　甲及び乙は、役割分担と連携のもとに、誠意をもって共同研究を実施する。

３　甲及び乙は、共同研究の内容等を変更しようとするときは、事前に協議を行うものとする。

（研究場所）

第2条 共同研究の実施場所は、次のとおりとする。

(1)兵庫県立がんセンター（所在地：兵庫県明石市北王子町１３－７０）

(2)　　　　　　　　　　　（所在地：　　　　　　　　　　　　　　　）

（研究期間）

第3条 共同研究の実施期間は、平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日までとする。

（研究者等）

第4条 甲及び乙は、別紙の研究者を共同研究に参加させるものとする。

２　甲及び乙は、共同研究を遂行する上で必要と認めるときは、研究者を相手方の研究場所へ派遣
することができる。

３　前項の派遣に係わる研究者の身分の取扱いについては別途定める。

（研究費の分担等）

第５条　研究費の分担は、別紙のとおりとする。

２　甲又は乙が相手方に対して負担する研究費は、甲又は乙の請求に基づき支払うものとする。

３　甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由により共同研究を中止したときは、研究費を返還しな
いものとする。

４　甲又は乙は、天災その他やむを得ない事由により共同研究を中止したときは、研究費の返還に
ついて協議する。

（研究施設等の使用）

第6条 甲及び乙は、相手方の施設、設備を相手方の同意を得て使用することができる。

２　前項の規定により、相手方の施設、設備を使用するときは、相手方の規定及び指示に従わなけ
ればならない。

３　研究者が故意又は重大な過失により相手方の施設、設備に損害を与えたときは、当該研究者が
属する甲又は乙がその損害を賠償する。

（研究機器等の貸与）

第7条 甲又は乙は、共同研究に使用するため、相手方に研究機器等を貸与することができる。

２　研究機器等の設置及び撤去に要する費用は、原則として所有者の負担とする。

３　甲又は乙は、本共同研究を終了したとき又は中止したときは、貸与を受けた研究機器等を速や
かに相手方に返却するものとする。

４　研究者が故意又は重大な過失により相手方の研究機器に損害を与えたときは、当該研究者が属する甲又は乙がその損害を賠償する。

（本共同研究の中止）

第8条　甲又は乙は、相手方の責に帰すべき事由又は天災その他やむを得ない事由により共同研究の継続が困難となったときは、共同研究を中止することができる。

２　天災その他やむを得ない事由により共同研究を中止したときは、これにより生じた損害を相手
方に請求することはできないものとする。

３　相手方の責に帰すべき事由により共同研究を中止したときは、これにより生じた損害を相手方
に請求することができるものとする。

（特許出願）

第９条　甲及び乙は、共同研究の結果、研究者が独自に発明を行い、特許出願を行おうとするとき
は、事前に相手方と協議を行うものとする。　

（共同出願）

第１０条　甲及び乙は、共同研究の結果、研究者が共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願
を行おうとするときは、事前に協議を行うものとする。

２　前項の場合、別に共同出願契約を締結する。

（研究成果の帰属）

第１１条　共同研究の結果生じた成果の帰属及び持ち分割合は、甲及び乙が協議して定める。ただ
し、協議が整わないときは持ち分均等の共有とする。

（意匠権等の取扱い）

第12条 第9条から第11条までの規定は、意匠権及び意匠登録を受ける権利、実用新案権及び
実用新案登録を受ける権利並びに著作権等知的財産権について準用する。

（研究成果の公表）

第１３条　甲及び乙は、共同研究の結果を公表しようとするときは、事前に文書で相手方の承諾を
得るものとする。

（秘密の保持）

第１４条　甲及び乙は、共同研究の実施に伴い知り得た情報を他の目的に使用してはならない。

　また第三者に漏らしてはならない。

２　前項の規定は、共同研究が終了した後も同様とするが、当該情報が公知のものとなったときは

この限りではない。

（紛争の処理）

第15条 この契約の履行に関し紛争が生じたときは、当事者間で協議を行うとともに、公正な第
三者の仲介により解決を図るものとする。ただし、裁判を受ける権利を損なうものではない。

（記録等の保管）

第１６条　甲及び乙は、共同研究に関する諸記録を適切に保管するものとする。

（その他）

第１７条　本契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲及び乙が誠意
を持って協議する。

この契約の締結の証として、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上、各自その１通を保有する。

平成　　年　　　月　　　日

　　　　　　　　　　　　　　　甲　明石市北王子町１３－７０

　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県立がんセンター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　院　長　　　　　　　　　　印

乙　

　印

（別紙）
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